
建 設 部 河 川 排 水 推 進 室

津 市

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託設計書

　　委 託 仕 様 は 特 記 以 外 は 業 務 委 託 共 通 仕 様 書（ 三 重 県 ）及 び 業 務 委 託 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

― 回

前　　金 部　分　払

有

令 和 ４ 年 度

第 １ － ３ 号河 川 事 推

1



ｍ

業 務 の 大 要

機械ボーリング 250

巾 ―長 ―

令和　４年１２月１６日限り履行期間

業 務 委 託 設 計 書第　１－３　号令和４年度 河川事推

委託場所

委 託 名

設 計 額
（うち消費税等相当額

設 計 者

津市藤方地内

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業
務委託

）

室　　長

次　　長

検 算 者

担当主幹
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業務箇所 

位 置 図 
令和 4年度河川事推第 1-3 号 

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託 

津市モーターボート競走場 
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業務数量総括表

式

　　　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

　　　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

当初

業務数量総括表

　　　

       50

［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00

業務名

下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.0

m
　　　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

項目・工種・種別・細別

        1

地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［

1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;

式

地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下

令和4年度河川事推第1-3号　                                  

0］;孔径φ66mm

　　サウンディング及び原位置試験

一般調査

　直接調査費

      115

式

　

       75

m

地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以

数量増減

孔径φ66mm

単位規格

m

今回数量

　　

        1

        1

孔径φ86mm

504-201c000-00882-41(0)

　　　土質ボーリング（ノンコアボーリング）

        1

　　機械ボーリング

1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;

m

　　　
地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［

］;孔径φ66mm

項　目

地質調査業務（一般調査）

一般調査

　　

摘要

       10

　　　

業　種

　　　

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

前回数量

式
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試料

載荷区分普通載荷

当初

業務数量総括表

式

        5

業務名

項目・工種・種別・細別

       75

　　総合解析

        1

　　　孔内載荷試験

試料　0.5kg未満　ふるい分析

地質砂・砂質土

令和4年度河川事推第1-3号　                                  

　　　標準貫入試験

       35

回

        1

　　　

　　　標準貫入試験
数量増減

       50

単位

回

規格

　　　

今回数量
地質粘性土・シルト

回

504-201c000-00882-41(0)

　　

地質礫混じり土砂

　　　

　　　標準貫入試験
　　　

　　　土の粒度試験

項　目

地質調査業務（一般調査）

一般調査

　　

回

摘要

      125

       10

　　　土の細粒分含有率試験

　　　

　　室内試験（土質試験）

業　種

　　　

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

前回数量

試料　0.5kg未満

試料

式
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式

　　

　間接調査費

当初

業務数量総括表

式

        1

　　　

土質ボーリング本数5本

　　検定費等

業務名

　　

項目・工種・種別・細別

　　　

　　　検定費等

        1

式

式

令和4年度河川事推第1-3号　                                  

　　運搬費

        1

　　　

        1

式

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　　運搬費

        1

504-201c000-00882-41(0)

　　　解析等調査

        1

        1
式　　

項　目

地質調査業務（一般調査）

一般調査

式

摘要

　　電子成果品作成費

業　種

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

前回数量

式

　

　　　電子成果品作成費（機械ボーリング）
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式

　　

当初

業務数量総括表

式

        1

　　旅費交通費

　　施工管理費

業務名

項目・工種・種別・細別

　　　旅費交通費（率計上）

　　　
        1

式

式

令和4年度河川事推第1-3号　                                  

　　　施工管理費

        1

        1

式

　　　足場仮設

数量増減

　　仮設費

単位規格 今回数量

　　

        1

        1

504-201c000-00882-41(0)

        1

　　

        1
式

　　　

項　目

地質調査業務（一般調査）

一般調査

式

　　

摘要

　　　準備及び跡片付け

　　　

業　種

　　　

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

　　準備費
前回数量

式
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式

　　

一般地質調査業務

　直接業務費

純調査費

当初

業務数量総括表

式

        1

　諸経費

業務名

項目・工種・種別・細別

　　　
        1

式

式

令和4年度河川事推第1-3号　                                  

土質ボーリング本数5本;試験種目数0

間接費

～3種［1.00］

        1

　

        1

式

数量増減単位規格 今回数量

        1

　　　解析等調査

        1

504-201c000-00882-41(0)

        1

        1

解析等調査

式

項　目

式

摘要

純調査費

一般調査業務価格

業　種

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

前回数量

　　解析等調査

式
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式

当初

業務数量総括表

式

        1

業務名

項目・工種・種別・細別

        1

　　打合せ等
式

式

業務

令和4年度河川事推第1-3号　                                  

        1

        1

式

　

数量増減単位規格 今回数量

　　　打合せ

　　

        1

業務原価

        1

504-201c000-00882-41(0)

一般管理費等

共通

        1

直接原価

        1

地質調査業務（解析等調査）

その他原価

項　目

　共通

式

摘要

共通

　　　

業　種

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

前回数量

式
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式

当初

業務数量総括表

解析等地質調査業務業務名

項目・工種・種別・細別

式

令和4年度河川事推第1-3号　                                  

業務価格

式

数量増減単位規格 今回数量

        1

        1

504-201c000-00882-41(0)

        1

        1
式

項　目

業務費計

消費税相当額

解析等調査業務価格

摘要

業　種

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

前回数量
解析等調査業務価格
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: 一般調査

: 解析等調査

: 共通

令和４年度河川事推第１－３号

津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1

ﾚﾍﾞﾙ1

ﾚﾍﾞﾙ1
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一般調査 式 1

直接調査費 式 1

機械ボーリング 式 1

土質ボーリング φ66ｍｍ

（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト ｍ 50

土質ボーリング φ66ｍｍ

（ノンコアボーリング） 砂・砂質土 ｍ 115

土質ボーリング φ66ｍｍ  

（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂 ｍ 75

土質ボーリング φ86ｍｍ  

（ノンコアボーリング） 砂・砂質土 ｍ 10

サウンディング

及び原位置試験 式 1

標準貫入試験 粘性土・シルト 回 50

標準貫入試験 砂・砂質土 回 125

標準貫入試験 礫混じり土砂 回 75

孔内載荷試験 載荷区分普通載荷 回 5

室内試験

（土質試験） 式 1

試料0.5㎏未満

土の細粒分含有率試験 JIS A 1223 試料 35

試料0.5㎏未満

土の粒度試験 ふるい分析 試料 10

数量 摘要
(規格)（工事区分） (工種) (種別)

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(細別)
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(工種) (種別)

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(細別)
数量 摘要

(規格)（工事区分）

総合解析 式 1

土質ボーリング

解析等調査 ５本 式 1

電子成果品作成費 式 1

電子成果品作成費

（機械ボーリング） 式 1

検定費等 式 1

検定費等 本 5

間接調査費 式 1

運搬費 式 1

運搬費 式 1 参考重量：3.25ｔ

準備費 式 1

準備及び跡片付け 式 1

仮設費 式 1

足場仮設 式 1

旅費交通費 式 1

旅費交通費（率計上） 式 1
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(工種) (種別)

ﾚﾍﾞﾙ5
単位

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(細別)
数量 摘要

(規格)（工事区分）

施工管理費 式 1

施工管理費 式 1

解析等調査 式 1

直接業務費 式 1

解析等調査 式 1

土質ボーリング

解析等調査 ５本 式 1

共通 式 1

共通 式 1

打合せ等 式 1

打合せ 初回・納品 中間３回 業務 1
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ボーリング位置図

No.1

No.2

No.3 No.4 No.5

：ボーリング箇所
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藤方 10.00 25.00 15.00 50.00 0.00 10 25 15 50 1 1 -

10.00 15.00 15.00 40.00 10.00 10.00 10 25 15 50 1 1 -

10.00 25.00 15.00 50.00 0.00 10 25 15 50 1 1 -

10.00 25.00 15.00 50.00 0.00 10 25 15 50 1 1 -

10.00 25.00 15.00 50.00 0.00 10 25 15 50 1 1 -

50.00 115.00 75.00 0.00 0.00 240.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 50 125 75 0 0 250 0.00 5 5 0

○  室内試験

(

フ
ル
イ

)

（

沈
降
）

7

7 10

7

7

7

35 0 10 0 0 0 0 0

数量表
○  ボーリング調査

種別 孔番

ボーリング業務（ｍ） 原位置試験 シ
ン
ウ
ォ
ー

ル

サ
ン
プ
リ
ン
グ
（

回
）

孔
内
水
平
載
荷
試
験

（

回
）

水
上
足
場
　
水
深
3
m

以
下

No.1

孔閉塞
（箇
所）

孔径  φ＝66mm  ノンコアボーリング 標準貫入試験（回）

シ
ル
ト
・
粘
土

砂
・
砂
質
土

砂
礫

固
結
シ
ル
ト

軟
岩

合計

シ
ル
ト
・
粘
土

砂
・
砂
質
土

砂
礫

固
結
シ
ル
ト

軟
岩

合計

No.2

No.3

No.4

No.5

合計

参考重量：ボーリングマシーン1,300kg、水上足場（水深3m以下）1,950kg

孔番

室内土質試験（試料）

土
の
細
粒
分
含
有

率
試
験

土
の
含
水
比

粒  度
液
性
限
界

塑
性
限
界

湿
潤
密
度

合計

ボーリング業務（ｍ）

孔径  φ＝86mm  ノンコアボーリング

シ
ル
ト
・
粘
土

砂
・
砂
質
土

砂
礫

固
結
シ
ル
ト

軟
岩

合計

一
軸
圧
縮
試
験

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

16



特
記

仕
様

書
（

地
質

・
土

質
調

査
条

件
一

覧
表

）

№
1

ア
適

用
図

書
☑

設
計

業
務

等
委

託
契

約
書

☑
地

質
・

土
質

調
査

業
務

共
通

仕
様

書
（

三
重

県
）

【
令

和
３

年
1
1
月

制
定

】

部
分

改
定

を
行

っ
た

内
容

も
含

む
（

最
新

改
定

　
　

年
　

　
月

）

□
そ

の
他

（
）

イ
業

務
計

画
等

☑
契

約
締

結
後

1
4
日

以
内

に
業

務
計

画
書

（
工

程
表

）
を

監
督

員
に

提
出

す
る

。

☑☑
業

務
日

報
は

、
監

督
員

が
提

出
を

要
求

し
た

と
き

す
み

や
か

に
提

出
す

る
。

□
そ

の
他

（
）

ウ
成

果
の

提
出

☑☑
□

☑
（

2
）

部
）

と
す

る
。

※
コ

ア
の

提
出

要
否

（
原

則
提

出
）

□
指

示
す

る
期

日
ま

で
に

提
出

す
る

成
果

物
あ

り
。

（
 
 
　

　
　

　
　

　
）

☑☑
地

盤
情

報
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

登
録

の
必

要
あ

り
。

（
検

定
及

び
登

録
機

関
：

一
般

財
団

法
人

国
土

地
盤

情
報

セ
ン

タ
ー

（
h
t
t
p
s
:
/
/
n
g
i
c
.
o
r
.
j
p
/
）

）

検
定

料
金

は
、

（
☑

Ａ
検

定
□

Ｂ
検

定
）

に
よ

り
費

用
を

計
上

。

※
受

注
後

、
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
設

計
変

更
の

対
象

と
す

る
。

☑
そ

の
他

（
成

果
物

の
印

刷
物

（
黒

表
紙

の
金

文
字

製
本

）
を

２
部

提
出

す
る

。
）

エ
工

程
関

係
☑

別
途

業
務

と
の

工
程

調
整

の
必

要
あ

り
（

別
途

業
務

名
：

令
和

4
年

度
河

川
事

推
第

1
-
1
号

津
市

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
競

走
場

防
風

ネ
ッ

ト
改

修
に

係
る

基
本

設
計

業
務

委
託

、
令

和
4
年

度
河

川
事

推
第

1
-
2
号

津
市

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
競

走
場

防
風

ネ
ッ

ト
改

修
に

係
る

測

量
業

務
委

託
）

☑
関

係
機

関
と

の
協

議
の

必
要

あ
り

（
別

途
資

料
作

成
必

要
あ

り
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

オ
資

料
の

貸
与

☑
発

注
者

の
貸

与
す

る
資

料
は

、
次

の
資

料
と

す
る

。

・

カ
業

務
条

件
□

業
務

条
件

は
下

記
の

と
お

り
と

す
る

。

☑

キ
そ

の
他

☑□
支

援
技

術
者

１
．

２
．

３
．

４
．

☑
そ

の
他

（
　津

市
モ

ー
タ

ー
ボ

ー
ト

競
走

の
施

設
運

営
し

な
が

ら
の

調
査

と
な

る
た

め
、

現
場

作
業

に
つ

い
て

は
監

督
職

員
と

協
議

す

る
こ

と
。

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

開
催

日
は

現
場

作
業

を
中

止
す

る
こ

と
。

）

平
成

3
0
年

度
営

事
推

継
第

1
-
4
7
号

　
津

市
モ

ー
タ

ー
ボ

ー
ト

競
走

場
競

技
棟

等
新

築
そ

の
他

工
事

に
係

る
地

質
調

査
業

務
委

託

明
示

項
目

明
示

事
項

（
条

件
及

び
内

容
）

業
務

完
了

の
1
0
日

前
ま

で
に

数
量

報
告

書
（

工
種

、
設

計
数

量
、

実
施

数
量

等
を

記
載

）
を

監
督

員
に

提
出

す
る

。

電
子

記
憶

媒
体

で
提

出
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

そ
の

仕
様

等
に

つ
い

て
は

三
重

県
Ｃ

Ａ
Ｌ

Ｓ
電

子
納

品
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

【
令

和
４

年
７

月
改

訂
】

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

検
査

用
と

し
て

成
果

物
の

印
刷

物
（

Ａ
４

版
簡

易
フ

ァ
イ

ル
、

年
度

・
委

託
名

・
完

成
年

月
・

受
発

注
者

名
を

明
示

、
図

面
は

袋
と

じ
）

を
１

部
提

出
す

る
。

本
業

務
に

お
け

る
成

果
物

の
提

出
部

数
は

、
（

３
部

電
子

メ
ー

ル
を

活
用

し
た

情
報

共
有

を
行

う
場

合
は

予
め

打
合

簿
に

て
監

督
員

に
報

告
を

行
う

こ
と

。
実

施
方

法
に

つ
い

い
て

は
監

督
員

の
指

示
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

成
果

物
の

中
で

他
の

文
献

、
資

料
等

を
引

用
し

た
場

合
出

典
名

を
報

告
書

に
明

記
す

る
こ

と
。

本
業

務
は

現
場

に
お

け
る

現
場

技
術

業
務

を
〔

例
示

－
（

公
財

）
三

重
県

建
設

技
術

セ
ン

タ
ー

〕
に

委
託

し
て

い
る

の
で

、
そ

の
支

援
技

術
者

が
監

督
員

に
代

わ
っ

て
現

場
で

立
会

、
観

察
又

は
検

測
を

行
う

際
は

、
そ

の
業

務
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
書

類
（

計
画

書
、

報
告

書
、

デ
ー

タ
、

図
面

等
）

の
審

査
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

説
明

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

支
援

技
術

者
は

、
設

計
業

務
等

委
託

契
約

書
第

９
条

に
規

定
す

る
監

督
員

で
は

な
く

、
指

示
、

承
諾

又
は

回
答

、
協

議
等

を
行

う
権

限
は

有
し

な
い

も
の

で
あ

る
。

監
督

員
か

ら
受

注
者

に
対

す
る

指
示

又
は

通
知

等
を

支
援

技
術

者
を

通
じ

て
行

う
場

合
に

は
、

監
督

員
か

ら
直

接
、

指
示

又
は

通
知

が
あ

っ
た

も
の

と
み

な
す

。

監
督

員
の

指
示

に
よ

り
受

注
者

が
監

督
員

に
対

し
て

行
う

報
告

又
は

通
知

は
、

支
援

技
術

者
を

通
じ

て
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

本
業

務
を

担
当

す
る

支
援

技
術

者
の

氏
名

は
右

記
の

通
り

で
あ

る
。

　
支

援
技

術
者

：

（
注

）
１

．
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
該

当
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

２
．

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
し

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
　

　
す

る
。

３
．

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
津

市
令

和
3
年

1
1
月
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前
⾦
⽀
払
い
に
関
す
る
事
項

 
請
負
代
⾦
の
額
が
130万

以
上
の
契
約
に
お
い
て
、
受
注
者
が
公
共
⼯
事
の
前

払
⾦
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社
の
保
証
を
明
⽰
し
た

場
合
で
、
市
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
は
、
契
約
額
の
10分

の
3以

内
で
、
か
つ

当
該
⽀
出
予
算
の
範
囲
内
で
前
払
い
す
る
も
の
と
す
る
。
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特
記
事
項

条
件
等
及
び
内
容

暴
力

団
等

の
不

当
介

入
の
排

除
等

　
本

市
が
締

結
す

る
契

約
等

か
ら
の
暴
力
団
、
暴
力
団
関
係
者
、
暴
力
団
関
係
法
人
等
（
以
下
「
暴
力
団
等
」
と

い
う
。
）
の
不

当
介

入
を
排

除
し
、
契

約
等

の
適

正
な
履

行
を
確

保
す

る
こ
と
に
関

し
、
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

　
な
お

、
下

記
の
内

容
に
お

け
る
用

語
は
、
津

市
の
締

結
す

る
契

約
等

か
ら
の
暴

力
団

等
排

除
措

置
要

綱
（
平

成
２
７
年

津
市

訓
第

７
６
号

）
に
お

い
て
使

用
す

る
用

語
の
例

に
よ
る
。

１
　
受

注
者

等
の
義

務
　
⑴
　
本
市
の
契
約
等
の
相
手
方
及
び
下
請
負
人
等
（
以
下
「
受
注
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ

　
　
る
下
請
負
人
等
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑵
　
受
注
者
等
は
、
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
資
材
販
売
業
者
か
ら
資
材
等
を
購
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑶
　
受
注
者
等
は
、
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
廃
棄
物
処
理
業
者
が
有
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
廃
棄
物

　
　
処
理
業
者
等
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑷
　
受
注
者
は
、
本
市
と
締
結
し
た
契
約
等
の
履
行
に
当
た
り
、
受
注
者
等
が
暴
力
団
等
に
よ
る
不
当
介
入
を

　
　
受
け
た
と
き
は
、
断
固
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
、
直

ち
に
本

市
に
文

書
に
て
報

告
す

る
と
と
も
に
所

轄
の
警

察
署

　
　
に
通

報
し
捜

査
上

必
要

な
協

力
を
す

る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場

合
に
お

い
て
、
捜

査
上

必
要

な
協

力
を
行

っ
た

　
　
と
き
、
受

注
者

は
速

や
か
に
本

市
に
文

書
に
て
そ
の
内

容
を
報

告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
　
　
な
お
、
受
注
者
等
が
不
当
介
入
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
契
約
期
間
の
延
長
等
の
措
置
が
必
要
と
な
っ
た
と

　
　
き
、
受

注
者

は
本

市
に
契

約
期

間
の
延

長
等

を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
入

札
参

加
資

格
者

等
及

び
受

注
者

等
に
対

す
る
措

置
　
　
入
札
参
加
資
格
者
等
又
は
そ
の
役
員
等
が
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
暴
力
団
等
と
密
接
な
関
係
を
有

　
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
な
ど
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
者
等
に
対
し
、
津
市
建
設
工
事
等
指
名
停
止
基

　
準

（
平

成
２
１
年

４
月

８
日

施
行

）
に
基

づ
く
指

名
停

止
措

置
を
講

じ
る
も
の
と
す

る
。

　
　
ま
た
、
上

記
１
の
義

務
に
違

反
し
た
受
注
者
等
に
対
し
て
も
、
同
様
に
指
名
停
止
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
契

約
等

の
解

除
　
　
上
記
の
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
と
き
な
ど
に
よ
り
指
名
停
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
入
札
参
加
資
格
者
等
と
の

　
契

約
等

に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
解

除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

配
慮
依
頼
事
項

　
本
契
約
を
履
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
下
記
の
こ
と
に
つ
い
て
御
配
慮
願
い
ま
す
。

　
な
お

、
本

事
項

は
、
受

注
者

の
自

由
な
協
力
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
、
受
注
者
が
下
記
の
内
容
に
応
じ
な

か
っ
た
場
合
に
、
受
注
者
に
対
し
て
、
不
利
益
を
課
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
　
下
請
契
約
又
は
再
委
託
（
一
次
下
請
以
降
の
す
べ
て
の
下
請
負
人
又
は
再
委
託
者
を
含
む
。
）
が
認
め
ら
れ

　
た
契
約
に
あ
っ
て
は
、
下
請
契
約
又
は
再
委
託
等
に
お
い
て
市
内
本
店
事
業
者
を
活
用
す
る
こ
と
。

２
　
資

材
、
原

材
料

等
の
調

達
が
必

要
と
な
る
場
合
は
、
市
内
本
店
事
業
者
か
ら
調
達
す
る
こ
と
及
び
地
元
製

　
品

、
地

元
生

産
品

を
使

用
す

る
こ
と
。

３
　
建

設
機

械
、
機

器
等

の
借

入
れ
が
必

要
と
な
る
場

合
は
、
市

内
本

店
事

業
者

か
ら
借

入
れ
す

る
こ
と
。

４
　
業

務
従

事
者

等
の
使

用
人

等
が
必

要
と
な
る
場

合
は
、
使

用
人

等
に
市

民
を
活

用
す

る
こ
と
。

津
市

公
契

約
条

例
　
本

市
が
締

結
す

る
公

契
約

に
お

い
て
、
労

働
者

の
労

働
環

境
の
確

保
、
優

良
な
事

業
者

の
育

成
及

び
地

域
経

済
の
健

全
な
発

展
を
図

る
こ
と
に
関

し
、
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

　
な
お
、
下
記
の
内
容
に
お
け
る
用
語
は
、
津
市
公
契
約
条
例
（
津
市
条
例
第
２
２
号
）
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

に
お

い
て
使

用
す

る
用

語
の
例

に
よ
る
。

１
　
受

注
者

等
の
責

務
　
⑴

　
関

係
法

令
及

び
条

例
の
規

定
を
遵

守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
⑵

　
受

注
者

等
は
、
労

働
者

の
適

正
な
労

働
環

境
の
確

保
に
努

め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
⑶
　
受
注
者
等
は
、
労
働
者
と
対
等
な
労
使
関
係
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
下
請
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と

　
　
き
は
、
下

請
契

約
等

の
相

手
方

と
対

等
な
立

場
に
お

け
る
合

意
に
基

づ
い
た
適

正
な
契

約
を
行

わ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。

　
⑷
　
受
注
者
等
は
、
下
請
契
約
等
の
相
手
方
を
選
定
す
る
と
き
、
又
は
資
材
等
を
調
達
す
る
と
き
は
、
地
域
経

　
　
済

の
発

展
に
配

慮
し
、
本

市
の
区

域
内

に
主

た
る
事

務
所

を
有

す
る
事

業
者

又
は
本

市
の
区

域
内

で
生

産
　
　
さ
れ
た
資

材
等

を
活

用
す

る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
⑸
　
受
注
者
等
は
、
公
契
約
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
社
会
的
な
責
任
を
自
覚
し
、
公
契
約
を
適
正
に
履
行
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑹
　
受
注
者
等
は
、
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
長
又
は
上
下
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
市
長

　
　
等

」
と
い
う
。
）
が
行

う
報

告
の
求

め
及

び
立

入
検

査
そ
の
他

本
市

が
実

施
す

る
公

契
約

に
関

す
る
施

策
に
協

　
　
力

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
公

契
約

の
解

除
等

　
　
市

長
等

は
、
受

注
者

等
が
次

の
各

号
の
い
ず

れ
か
に
該

当
す

る
と
き
は
、
当

該
公

契
約

の
解

除
、
受

注
者

等
　
の
指

名
停

止
等

必
要

な
措

置
を
採

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑴
　
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る

　
　
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
応
答
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
回
答

　
　
を
し
た
と
き
。

　
⑵

　
条

例
第

８
条

第
１
項

の
規

定
に
よ
る
命

令
に
従

わ
な
い
と
き
。

　
⑶
　
条
例
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

　
⑷

　
⑴

か
ら
⑶

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条

例
の
規

定
に
違

反
し
た
と
き
。

　
⑸
　
特
定
公
契
約
に
あ
っ
て
は
、
「
労
働
環
境
の
確
保
に
係
る
誓
約
事
項
」
に
違
反
し
た
と
き
。

特
記
仕
様
書
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特
記
事
項

条
件
等
及
び
内
容

特
記
仕
様
書

労
働

環
境

の
確

保
に

係
る
誓

約
事

項
　
津
市
公
契
約
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
了
承
し
、
遵
守
す
る

こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

　
ま
た
、
誓
約
内
容
に
違
反
が
あ
っ
た
場
合
等
に
お
け
る
関
係
機
関
へ
の
通
報
、
指
名
停
止
、
契
約
解
除
及
び

違
約
金
徴
収
に
つ
い
て
異
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
　
津

市
公

契
約

条
例

施
行

規
則

第
８
条
に
掲
げ
る
関
係
法
令
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
関
係
法
令
」
と
い
う
。
）
を

　
遵

守
す

る
こ
と
。

２
　
関
係
法
令
に
違
反
し
、
関
係
機
関
か
ら
是
正
勧
告
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
津
市
長
又
は
津
市
上
下
水
道
事

　
業
管
理
者
（
以
下
「
市
長
等
」
と
い
う
。
）
へ
報
告
す
る
こ
と
。

３
　
条

例
第

７
条

第
１
項

の
規

定
に
よ
る
報

告
の
求

め
及

び
立

入
検

査
に
対

し
、
誠

実
に
対

応
す

る
こ
と
。

４
　
労

働
者

が
条

例
第

９
条

第
１
項

の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
解
雇

そ
　
の
他

の
不

利
益

な
取

扱
い
を
し
な
い
こ
と
。

５
　
労

働
者

に
対

し
、
条

例
の
内

容
に
つ

い
て
周

知
を
行

う
こ
と
。

６
　
労

働
者

の
賃

金
水

準
の
引

上
げ
に
関

す
る
措

置
が
講

じ
ら
れ
る
場

合
は
、
下

請
契

約
等

の
請

負
契

約
金

額
　
の
見

直
し
、
労

働
者

の
賃

金
の
引

上
げ
等

に
つ

い
て
適

切
に
対

応
す

る
こ
と
。

７
　
市

長
等

が
行

う
施

策
に
協

力
す

る
こ
と
。

８
　
労

働
報

酬
下

限
額

の
運

用
に
つ

い
て

　
⑴
　
受
注
者
は
、
運
用
対
象
契
約
（
以
下
「
対
象
契
約
」
と
い
う
。
）
の
受
注
関
係
者
（
下
請
業
者
等
）
及
び
労
働

　
　
者
（
以
下
「
対
象
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
試
行
に
つ
い
て
周
知
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
労
働
状
況
台
帳

　
　
を
津

市
へ

提
出

す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
同

意
を
得

る
こ
と
。

　
⑵

　
対

象
契

約
に
つ

い
て
、
受

注
関

係
者

か
ら
労

働
環

境
の
確

保
に
係

る
誓

約
書

を
提

出
さ
せ

る
こ
と
。

　
⑶
　
対
象
労
働
者
に
は
労
働
報
酬
下
限
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
。

　
⑷

　
津

市
が
指

定
す

る
期

日
ま
で
に
対

象
契

約
に
係

る
労

働
状

況
台

帳
を
提

出
す

る
こ
と
。

　
⑸

　
津

市
が
行

う
ア
ン
ケ
ー

ト
調

査
に
つ

い
て
協

力
す

る
こ
と
。

　
⑹

　
受

注
者

は
、
受

注
関

係
者

の
労
働
環
境
の
確
保
に
係
る
誓
約
書
、
労
働
状
況
台
帳
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調

　
　
査
を
取
り
ま
と
め
、
津
市
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
⑺

　
⑴

か
ら
⑹

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
労
働
報
酬
下
限
額
の
運
用
に
関
し
て
行
う
事
務
は
、
津
市
公

　
　
契

約
条

例
労

働
報

酬
下

限
額

運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
適
切
に
履
行
す
る
こ
と
。

　
⑻

　
労

働
報

酬
下

限
額

の
運

用
に
関

す
る
津

市
か
ら
の
案

内
、
通

知
及

び
指

導
に
は
、
誠

実
に
対

応
す

る
こ

　
　
と
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染

症
の
拡

大
防

止
措
置
等

　
本

業
務

に
お

け
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

の
拡
大
防
止
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
徹
底
を

図
る
も
の
と
す

る
。

１
　
業

務
の
円

滑
な
履

行
確

保
を
図

る
観

点
か
ら
、
業

務
の
現

場
等

の
み

な
ら
ず

関
係

す
る
会

社
・
事

務
所

等
も

　
含

め
、
現

場
状

況
な
ど
を
勘

案
し
つ

つ
、
ア
ル
コ
ー

ル
消

毒
液

の
設

置
や

不
特

定
の
者

が
触

れ
る
箇

所
の
定

　
期

的
な
消

毒
、
手

洗
い
・
う
が
い
な
ど
、
感
染
予
防
の
対
応
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
作
業
従
事
者
等

　
の
健

康
管

理
に
留

意
す

る
こ
と
。

２
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
①
密
閉
空
間
、
②
密
集
場
所
、
③
密
接
場
面
と
い
う

　
３
つ
の
条
件
（
以
下
「
三
つ
の
密
」
と
い
う
。
）
が
同
時
に
重
な
る
場
で
は
、
感
染
を
拡
大
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と

　
か
ら
、
事

務
所

等
に
お

け
る
各

種
の
打

合
せ

、
更

衣
室

等
に
お

け
る
着

替
え
や

食
事

・
休

憩
な
ど
、
多

人
数

が
　
集

ま
る
場

面
や

密
室

・
密

閉
空

間
に
お
け
る
作
業
な
ど
に
お
い
て
は
、
他
の
作
業
従
事
者
と
一
定
の
距
離
を
保

　
つ

こ
と
や

作
業

場
所

の
換

気
の
励

行
な
ど
、
三

つ
の
密

の
回

避
や

影
響

を
緩

和
す

る
た
め
の
対

策
に
万

全
を

　
期
す
こ
と
。

３
　
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
追
加
で
費
用
を
要
す
る
場
合
は
、
設
計
変
更
の
対
象
と
す
る
た

　
め
、
監
督
員
と
協
議
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
感
染
防
止
対
策
に
つ
い
て
業
務
計
画
書
に
記
載
し
た
上
で
履
行
す

　
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

４
　
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
「
業
務
の
一
時
中
止
や
履
行
期
間
の
延
長
」
が

　
必
要
な
場
合
に
は
、
監
督
員
と
協
議
を
行
う
こ
と
。

５
　
作
業
従
事
者
等
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
及
び
濃
厚
接
触
者
（
以
下
「
感
染
者
等
」
と
い

　
う
。
）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
監
督
員
に
報
告
す
る
こ
と
。
ま
た
、
保
健
所
等
の
指
導
に
従

　
い
、
感

染
者

等
の
自

宅
待

機
な
ど
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
感
染
者
等
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
本
業
務
の
み
な
ら
ず
、
受
注
者
が
本
市
と
契
約
中
の
全

　
て
の
業

務
に
つ

い
て
、
一

時
中

止
の
措

置
を
行

う
場

合
が
あ
る
。

６
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
伴
い
、
受
注
者
又
は
発
注
者
は
、
履
行
条
件
、
履
行
方
法
等
に
変

　
更
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
津
市
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
第
１
９
条
（
設
計
図
書
等
の
変
更
）
の

　
規

定
に
基

づ
き
、
発

注
者

及
び

受
注

者
が
協

議
し
て
、
こ
れ
を
定

め
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場

合
に
お

い
て
必

要
　
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
履
行
期
間
若
し
く
は
業

務
委

託
料

の
変

更
の
対

象
と
す

る
も
の
と
す

る
。
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